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5.5 標識の設置
　知事は、雨水貯留浸透施設工事の完了に伴う検査の結果、技術的基準に適合すると認めたときは、特定都市河川
浸水被害対策法に基づく雨水貯留浸透施設等の標識の設置の基準に関する条例で定めるところにより、標識を設置
する。それにより、雨水貯留浸透施設が設置されている旨を表示し、当該雨水貯留浸透施設が特定都市河川流域の
特定都市河川、特定都市河川下水道または地先の水路等の浸水被害の防止に寄与していることなどを流域内の住
民等に対して周知する。
　なお、標識は知事（許可者）が設置することを基本とするが、申請者自らが希望した場合には、知事等に代わり申請
者自身が標識の設置を行うことは可能である。
　また、他法令、基準において併せて同一施設に標識を設置する必要がある場合、双方の基準の範囲内で標識の共
有化を図るなど、申請者と協議を行うことも可能とする。これは標識の設置が民有地になることを踏まえ、維持管理上
の視点からの配慮である。

5.5 標識の設置
　＿(削除)＿雨水貯留浸透施設工事の完了に伴う検査の結果、技術的基準に適合すると認められたときは、特定都
市河川浸水被害対策法に基づく雨水貯留浸透施設等の標識の設置の基準に関する条例で定めるところにより、標識
を設置する。それにより、雨水貯留浸透施設が設置されている旨を表示し、当該雨水貯留浸透施設が特定都市河川
流域の特定都市河川、特定都市河川下水道または地先の水路等の浸水被害の防止に寄与していることなどを流域
内の住民等に対して周知する。
　なお、標識は県が作成した標識を申請者が設置することとする。適切な大きさ構造については、設置箇所や設置す
る雨水貯留浸透施設の種類や構造等を踏まえ、協議の上決定する。申請者自らが希望した場合には、申請者自身が
作成・設置を行うことは可能である。
　また、他法令、基準において併せて同一施設に標識を設置する必要がある場合、双方の基準の範囲内で標識の共
有化を図るなど、申請者と協議を行うことも可能とする。これは標識の設置が民有地になることを踏まえ、維持管理上
の視点からの配慮である。
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5.5.2 標識の設置位置について
　知事は、検査済証を交付した対策工事において、申請書に明記されている標識設置予定箇所に設置することとす
る。なお、現地再精査の結果、申請書に明記された箇所以上に適当と判断された場合に限って、設置位置を変更する
ことができる。
　なお、標識の設置により完成した構造物等に影響を与える場合も想定されため、標識の設置位置、設置時期等につ
いては申請者と協議を行うことが望ましい。

5.5.2 標識の設置位置について
　＿(削除)＿検査済証を交付した対策工事において、申請書に明記されている標識設置予定箇所に設置することとす
る。
　なお、現地再精査の結果、申請書に明記された箇所以上に適当と判断された場合に限って、設置位置を変更するこ
とができる。
　＿（削除)＿
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4.1.3　浸透能力の評価
　浸透施設を設計するためには、地盤の浸透能力を把握するために飽和透水係数が必要となる。
飽和透水係数は、現地浸透試験より求めることが望ましい。

　(1)　現地浸透試験（ボアホール法）の方法

4.1.3　浸透能力の評価
　浸透施設を設計するためには、地盤の浸透能力を把握するために飽和透水係数が必要となる。
飽和透水係数は、現地浸透試験より求める＿（削除）＿。

＿（削除）＿現地浸透試験（ボアホール法）の方法
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（２）　造成を行う行為の取り扱い
　雨水流出増加行為を行う区域に、大きく盛土または切り土を伴う造成を行う場合には、現
地浸透試験を行い、飽和透水係数を求めるものとする。浸透試験結果を受けて浸透施設設置
の可否を決定する。

＿（削除）＿


